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　町では、障がい者・一人親家庭等・乳幼児等を対象に医療費の助成を行っています。それぞれの対象
や助成額については表1のとおりです。また、所得制限の限度額は表2のとおりとなっています。
　これらの助成を受けている方には、受給資格証を発行していますが、現在お持ちの受給資格証の有効
期限は、平成24年8月31日までです。引き続き受給資格を更新するには手続きが必要となりますので
お知らせします。（すでに受給資格をお持ちの方には、直接その旨ご連絡する予定です。また、乳幼児
等については、自動更新ですので、更新申請手続きが不要な方には、新しい受給資格証を郵送します。）
　なお、現在「福祉医療費受給資格」のない方は、本人かご家族の方が9月末までに申請する必要があり
ますのでお知らせします。
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表1

一 人 親 家 庭 等

●身体障害者（身体障害者手
　帳1級～3級の方）
●知的障害者（判定機関にて
　知能指数が35以下と判定
　された方）又は療育手帳の
　障害程度が最重度・重度の
　方
●身体障害者（身体障害者手
　帳4級の方）で知的障害者
　（判定機関にて知能指数が
　36以上50以下と判定され
　た方）又は療育手帳の障害
　程度が中度の方
●精神障害者（精神障害者保
　健福祉手帳1級の方）ただ
　し通院のみ

●父母のない18歳未満の児
　童
●18歳未満の児童を扶養し
　ている母子家庭の母親又は
　父子家庭の父親とその扶養
　されている18歳未満の児
　童

乳 幼 児 等

●小学校修了前（12歳に達し
　た後の最初に迎える3月31
　日まで）の乳幼児等
※平成24年9月1日から、対
　象者を中学校修了前（15歳
　に達した後の最初に迎える
　3月31日まで）の子どもに
　拡大します。（これに伴い、
　名称を「子ども医療費助成」
　に変更します。）
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保険診療の自己負担額
（ただし、高額療養費等及び各健康保険で定められた附加給付額を控除した額）

所
得
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限

あ　　り
（表2のとおり）

な　　し

福祉医療費助成　受給資格証更新の手

　届け出の用紙は、子育て健康課窓口に用意してありますので、印鑑を持参のうえ、お申し出
ください。

毎月8月11日から9月10日までの問に届け出て、支給要件の審
査を受けます。この届を出さないと、8月以降の手当が受けら
れません。なお、2年間届け出をしないと資桔がなくなります。

受給資格がなくなったときに出します。

対象児童が増えたとき、障がいの程度が重くなったときに出し
ます。

対象児童が減ったとき、障がいの程度が軽くなったときに出し
ます。

受給者が死亡したときは、戸籍法の届け出義務者が出します。

氏名、住所、金融機関の口座などを変更したときに出します。

振込先金融機関の口座を変更するときに届け出ます。

手当証書を破損したり汚したりなくしたときに出します。

認定の期限が定められ、その期限が到来したときに診断書を添
えて出します。この請求書を出さないと、その期間は手当が受
けられません。

①　所得状況届……………………

②　受給資格喪失届………………

③　額改定（増額）請求書………

④　額改定届（減額）……………

⑤　受給者死亡届…………………

⑥　変　更　届……………………

⑦　振込先口座申出書……………

⑧　証書亡失届兼再発行請求書…

⑨　再認定請求書…………………

問い合わせ先　子育て健康課　TEL 377－5652

～特別児童扶養手当制度について～～特別児童扶養手当制度について～
手当を受けている方の届け出及び請求
　次のような届け出（請求）が必要です。
　忘れずに子育て健康課窓口に届け出てください。
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